
富山市入札公告第１４０号 

   入札公告 

  次のとおり建設工事の条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により、公

告する。なお、この公告に掲げるもののほか、この入札に必要な事項につ

いては、建設工事の条件付き一般競争入札における各入札に共通して必要

となる事項について（平成２３年富山市入札公告第１３０号）による。 

    令和元年１１月１８日 

 

                                  富山市長    森      雅    志 

 

工 事 名 賑わい交流館改修工事 

工 事 場 所 富山市総曲輪三丁目地内 

工 事 完 成 期 限 令和２年３月６日 

工 事 概 要 

 

鉄筋コンクリート造  ５階建て 

改修延床面積  約２２１㎡ 

４階映画館部分改修工事  北側外壁改修工事 

予 定 価 格 ２６，９９０，０００円 

（消費税及び地方消費税額を含まない。） 

審 査 基 準 日 入札参加資格の審査は、令和元年１１月２９日現在の

事実をもって行うものとする。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

地 域 主たる営業所が富山市の区域内にあること。 

業 種 建築 

総合点数等 入札参加資格決定通知書で通知された建築工事の総合

点数が６２０点以上９４５点未満であること。 

施 工 実 績 平成１６年４月１日以降に官公庁等発注の建築一式工

事の元請として、この工事の予定価格の３割以上の金

額の施工実績があること。 

配置技術者 １  １級建築士又は 1 級建築施工管理技士と同等の資

格を有する者（以下「１級建築士等」という。）を



配置できること。 

 ２  契約時において、他の工事の専任技術者でないこ

と。ただし、平成２６年２月３日付け国土建第２７

２号「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いにつ

いて（改正）」により、建設業法施行令第２７条第

２項の当面の取扱いの適用（以下「専任等の当面の

取扱いの適用」という。）を受けることができる場

合は、この限りではない。 

調 査 基 準

価 格 を 下

回 る 価 格

で 契 約 を

締 結 す る

場 合 の 配

置 技 術 者 

1 級建築士等を専任で配置することとし、その配置技

術者は、建設業法第７条第２号及び第１５条第２号に

規定する営業所ごとに専任で配置する技術者（当該工

事の業種以外の業種の技術者を含む。）でないこと。

なお、専任等の当面の取扱いの適用については認めな

い。 

入 札 及 び 契 約

を 担 当 す る 課 

富山市財務部契約課 

契 約 条 項 等 の

閲 覧 期 間 

令和元年１１月１８日から同月２９日まで 

（日曜日、土曜日及び休日を除く。） 

設 計 図 書 に 対

す る 質 問 期 間 

令和元年１１月１８日から同月２５日まで 

質 問 に 対 す る

回 答 期 限 

令和元年１１月２７日 

入 札 の 方 法  富山市電子入札システムによる電子入札 

入 札 書 の 

受 付 締 切 日 時 

令和元年１１月２９日午後５時００分 

開 札 日 時 及 び

場 所 

令和元年１２月３日午前９時３０分から 

富山市役所東館４階入札室 

調 査 基 準 価 格 有（失格基準を適用する。） 

工 事 代 金 前金払   有 



支 払 条 件 部分払  有 

 


